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お知らせ

　老齢基礎年金（６５歳から受けられる年金）は、
２０歳から６０歳になるまでの４０年間保険料を納めな
ければ、満額の年金を受け取ることができません。
　国民年金保険料の納め忘れなどにより、保険料
の納付済期間が４０年間に満たない場合は、６０歳か
ら６５歳になるまでの間に国民年金に任意加入して
保険料を納めることにより、満額に近づけること
ができます。
　なお、老齢基礎年金を受けるためには保険料の
納付済み期間や保険料の免除期間等が原則として
２５年以上必要となりますが、この要件を満たして
いない場合は、７０歳になるまで任意加入すること
ができます。（ただし、昭和４０年４月１日以前に
生まれた方に限られます）
　また、海外に在住する日本国籍を持つ方も、国
民年金に任意加入することができます。
　詳しくは、下記までお問い合わせください。
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国民年金の任意加入制度について

市税等の納付は便利で安心な口座振替で
　市税等の納付については、便利で安心な口座振
替のご利用をお勧めします。
　この機会にぜひお手続きください。
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国民年金保険料の免除�猶予期間がある方へ
　国民年金保険料の免除、若年者納付猶予、学生
納付特例の承認を受けられた期間がある場合、保
険料を全額納めた方と比べ、老齢基礎年金（６５歳
から受けられる年金）の受け取り額が少なくなり
ます。
　そこで、これらの期間の保険料は、将来受け取
る老齢基礎年金を増額するために、１０年以内であ
れば遡って古い月から納める（追納）ことができ
ます。
　ただし、免除等の承認を受けられた期間の翌年
度から起算して３年度目以降の追納の場合、当時
の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。
　詳しくは、下記までお問い合わせください。
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